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はじめに

　平安時代後期、京都白河の地に鳥羽上皇御
願寺として建立された宝荘厳院には、寺領荘
園としてる近江国三村荘が設定されていた。
同荘は、『東寺百合文書』に南北朝期から室
町期にかけて比較的史料が伝存しているにも
かかわらず、最近まで専論がなく、自治体史
で取り上げられるのみの特異な荘園であっ
た。しかし、近年村井祐樹氏（1）や勝山清次氏（2）

が『大日本古文書』東寺文書 （3） で関係史料
が刊行されたことを契機に相次いで研究成果
を公表され、不明瞭であった三村荘を研究の
俎上に挙げられた。
　しかしながら、三村荘に関する本格的な研
究は緒についたばかりで、解明すべき点とし
て、所在地、伝領過程、荘園構造、支配体制、
東寺での位置付けなどが挙げられる。そこで、
本稿は三村荘の現地比定作業を通して、所在
地など基本的事項を整理し、室町期東寺領荘
園の一端を解明する手がかりを目的とするも
のである。
　三村荘の所在地 （4） に関しては昭和３年

（1926）発刊の『滋賀県史』（以下『県史』と
略す）、昭和 15 年（1940）発刊の『滋賀県八
幡町史』（以下『町史』と略す）、近年の地
名辞典等 （5） に略記されたことが嚆矢である。
しかも、これらの文献には、少々疑問な点が
含まれており、特に、所在地については２説

あった。『県史』や『町史』は、いずれも蒲
生郡大嶋郷内、現在の行政区画では、滋賀県
近江八幡市内の一部をその所在地とする説を
とる。具体的には、前者の『県史』には「蒲
生郡宇津呂村の一部に当たり，庄名は既に逸
した」（6） とあり，後者の『町史』には「そ
の場所を強いて推定すれば大嶋郷の中でもそ
の東偏部，即ち金田村に接する北ノ庄・多賀・
市井・大林の土地に跨ってゐた」（7） と言う
ものである。
　しかし、『荘園志料』（8） は近江国愛智郡内
に比定し、竹内理三編『荘園分布図』（9）（以
下『分布図』と略す）も、同様に愛智郡内を
推定している。他方、『角川日本地名大辞典』
（10） は、愛智郡又は蒲生郡内とし、現在の彦
根市三津町付近とする説があることも併記
している。さらに『滋賀県の地名』（11） でも、
蒲生郡が有力としつつも２説を並立させたま
まであった。このように、諸書により一定し
ていない状況が継続していた。これを蒲生郡
と確定させたのは『東寺とその庄園』（12） で、
平安期から室町期までの 80 か所の荘園につ
いて、所在地、伝領過程などを簡潔にまとめ
ている。全東寺領の解説をまとめ、その中に
三村荘も含まれ、蒲生郡であることが確定さ
れたが、詳細な位置関係については言及され
ていない。最近刊行された『近江八幡の歴史』
（13） では、三村荘の位置について市域に所在
を図示しているが、三村荘の荘域を本郷と嶋
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郷にまたがる領域であることを想定に止まっ
ている。
　さて、日本全国に立荘された荘園の総数
は、竹内理三氏によれば文献史料上では３～
4000 が知られるとされ、『荘園分布図』（以
下『分布図』と略す）として公表されている
（14）。この『分布図』の公表が、荘園研究の
精度をあげたことは事実である。だが、個別
荘園の詳細な位置を現在に比定する試みは、
県や市町村による自治体史刊行がさらに牽引
した。しかし、伝存史料の差異により違いは
あるが、備中国新見荘や播磨国矢野荘など著
名な一部の荘園では確定できるが、大部分は
大まかな位置に留まる現実がある。
　竹内氏の荘園所在地研究は、所領を所有す
る寺社や荘園現地に伝来した荘園関係史料を
駆使して明らかにされている。史料による方
法は、地名・遺称・四至牓示・荘園絵図などで、

それらを有機的に組み合わせた形で成果を挙
げることが可能である。さらに歴史地理学で
は、律令制の開始と地方での展開の中で、各
地に設定された条里制に関して、その遺構復
元研究を活用し、地名や遺称情報を組み合わ
せることで、より詳細に荘域を探ることがで
きる。そこで近江国に隣接および近接する尾
張国・美濃国の研究史を提示し整理し、まと
めたものが表１である。尾張国では、富田荘

（円覚寺領）・安食荘（醍醐寺領）が荘園絵図・
四至牓示の存在・条里制遺構により荘園の位
置と荘域を推定でき、大成荘（東寺領）・篠
木荘（王家領）・長岡荘（摂関家領）は地名・
周辺寺院・四至牓示から推定されている。美
濃国では、大井荘（東大寺領）・茜部荘（東
大寺領）が荘域研究では一番進んでいる荘園
である。ともに荘園絵図は存在しないが、地
名や条里制復元研究の成果から荘域を分析で

国名 荘園名 地名 遺称 四至牓示 荘園絵図 条里遺構 寺社名 その他根拠

尾張国 大成庄 ◯
富田荘 ◯ ◯ ◯ ◯

安食荘 ◯ ◯ ◯ ◯

篠木荘 ◯ ◯
長岡荘 ◯ ◯
海東荘 ◯

美濃国 大井荘 ◯ ◯ ◯
茜部荘 ◯ ◯ ◯
泉江荘 ◯
平野庄 ◯
平田荘 ◯ 周辺荘園の立地関係

近江国 奥島荘・津田荘 ◯
豊浦荘 ◯
麻生荘 ◯
愛智荘 ◯ ◯
野洲荘 ◯
葛川 ◯ ◯ ◯ 周辺荘園の立地関係・縁起
得珍保 ◯
三村荘 ◯ ◯

表１　尾張国・美濃国・近江国所在荘園における現地比定の根拠一覧
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きる荘園である。近江国は愛智荘（東大寺領）
と葛川（青蓮院領）が挙げられ、地名と条里
制遺構の組み合わせで現地比定を試みている
荘園がある。
　以上のように、荘園の所在地推定には、地
名・遺称・四至牓示・荘園絵図・条里制遺構
など文字情報と視覚情報に加えて、歴史地理
学の成果の利用が有効であることが理解され
るのである。

１　嶋郷と三村荘

　南北朝期に天皇家領から東寺領となった三
村荘が、当時何と呼称されていたのか確認し
ておきたい。２通りが考えられ、１つは「ミ
ツムラ」で、もう１つは「ミムラ」である。
前者は『荘園志料』にあるものだが、根拠が

示されていないし、関係史料にも「ミツムラ」
は確認できない。一方，後者については、『東
寺百合文書』中に「あふみ國ミむらしやう」
（15） と記された文書があり，当時の記録であ
る点から、「ミムラ」の呼称が妥当と思われ
る。ただ、注意したいのは「三村荘」という
表現は東寺側発給の文書や記録にでてくるの
みで、現地発給された文書では使用されてい
ない （16）。
　三村荘の所在地については、『荘園志料』
等の愛智郡内説、主に『町史』等が採用する
蒲生郡内説の２説があることは、冒頭で紹介
した。まず、愛智郡内説から検討する。『荘
園志料』は、「平治元年の文書にいでて，寶
荘厳院領なり，今郡中（愛智郡）に三村存す」
と記し （17）、その根拠に史料を掲載している
が、いずれの史料にも愛智郡という記述はな

　　　 図１　三村荘の所在地（推定）　竹内理三『荘園分布図』（吉川弘文館　1975 年）
　　　 　　　を基に作図

三
村
庄
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図２　三村荘関係地名及び寺社の分布  下線が付いた地名は表２の「各地名」の遺称
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く、愛智郡にも関連する地名は見つけること
ができない。次に蒲生郡内説を検証する。蒲
生郡については、上郡と下郡に分かれていた
という若林氏の研究 （18） がある。それによる
と蒲生郡は東山道・東海道を境界にして、南
東を上郡、北西側を下郡とされた。実際に弘
長３年（1263）３月 10 日の守久跡虎熊丸宛
行状 （19） には「蒲生下郡船木御庄内」とあり、
近江八幡市内に所在地があるとされる船木荘
は鎌倉期に蒲生下郡と認識されていた。ま
た、徳治３年（1308）８月 26 日の生蓮譲状
（20） には生蓮が比牟礼社に譲渡した財産の中
に「近江蒲生下郡比牟礼社正神主職」が含ま
れ、比牟礼社（近江八幡市宮内町）の所在地
する蒲生郡東部が鎌倉期には蒲生下郡と表記
されていたことが分かる史料がある。これら
の事実と若林氏の研究、さらに従来の三村荘
蒲生郡説によれば、三村荘は東山道・東海道
より北西側、つまり琵琶湖側に所在地が想定
する必要がある。
　さて、三村荘の関連史料は、大半が『東寺
百合文書』に伝存し、その中から抽出できる
のは、すべて「近江国蒲生郡嶋郷内三村庄」
または「江州蒲生郡嶋郷内三村」の記載であ
る。一例を示すことにする。

【史料１】（21）

　　近江國
①
蒲生郡嶋郷内三村庄事」当知行

云々，弥可致全領知之由，所被仰下也，
仍執達如件，

　　　延徳三年九月廿二日　加賀前司（花押）
　　　　　　　　　　　　　散　　位（花押）
　　　　東寺雑掌　
　　　　　　　　　※丸数字は筆者による（以下同じ）

　史料１は、室町幕府奉行人連署奉書で、室
町幕府から東寺雑掌に宛てて三村荘の当知行
を認めた奉書である。傍線①にあるように三
村荘は蒲生郡内にその所在地があった荘園で
あると認識されていたことは明白である。
　では、次に課題となるのが、蒲生郡内のい

ずれの場所なのかということになる。具体的
に検討を進めるため関係史料を掲げる。

【史料２】
　　（応安四年）（22）

　　　　 　　　
本郷二分　　　　

②
嶋郷内　　　　　　　惣号三村庄

　　　　 　　　
嶋郷一分

　　（文安六年）（23）

　　　　三村庄者

　　　　　　
③
嶋郷内　本郷二分　仍三村也

　　　　　　　　　　
嶋郷一分

　この二つの史料は『東寺百合文書』所収の
「宝荘厳院方評定引付」という東寺供僧によ
る評定組織の会議録の表紙に記されたもので
ある。史料２から言えることは、傍線②の「嶋
郷内」に三村荘があり、それが「本郷」と「嶋郷」
（24） と呼ばれる郷に荘域が及び、それを称し
て「三村庄」と東寺供僧に認識されていたと
いうことである。この注目すべき史料に他の
文書中に見られる「嶋郷内東寺米」（25） とか「嶋
郷東寺米」（26） という記載もあることを想起
していくと、「嶋郷」は三村荘を考える上で
重要な糸口である。そこで、史料１・２に共
通に記されている「嶋郷内」の、「嶋郷」と
は何を意味しているのだろうか。
　『和名類聚抄』によると蒲生郡に存在した
郷は、東生・西生・必佐・安吉・篠田・篠笥・
大嶋・桐原・船木の９郷が存在したことがわ
かるが、「嶋郷」という郷名はない。『和名類
聚抄』の成立した９世紀末以降の郷名という
可能性が残るのだが、９世紀末以降に「嶋郷」
という郷名が設置された記録はない。「嶋郷」
は蒲生郡内九郷のいずれかの別称または略称
と考えるのが合理的である。別称または略称
の有力な候補は「大嶋郷」である。

【史料３】（27）

　　（端裏書）
　　　「嶋郷之大宮文書」
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　　　　　奉寄進大宮新田事、
　　　　　　合七十二歩者、在所神立畔也、
　　右件新田者、岩石女相傳之下地也、雖然

依有其志、
④
嶋郷之大宮奉寄進者也，（中

略）仍為後日証文之状如件，
　　　嘉慶二年八月晦日　岩石女（略押）
　史料３は近江国蒲生郡に鎮座する大嶋・奥
津島神社に伝来する文書で、岩石女が田地を
寄進した寄進状である。傍線④の「嶋郷之大
宮」とは、この文書の伝来状況から判断して、
大嶋・奥津島両神社である。両神社は大嶋郷
にあった神社で、現在も滋賀県近江八幡市北
津田町に鎮座している。傍線④の「嶋郷」が、
新たな律令制下の地方行政区画として蒲生郡
内に設置したのではなく、むしろ「大嶋郷」
の略称として使用 （28） されたものと考えられ
る。
　このように検討してくると、先に示した史
料２の傍線②③の「嶋郷内」の嶋郷は、「大
嶋郷」のことを指すだろうし、「三村庄嶋郷」
のように荘名の下に郷がつくものは庄内の一
区域をさす意味で用いられていると判断でき
るだろう。「本郷」について、勝山氏は「中
世文書に出てくる本郷は篠笥郷をさし」（29）

とされ、本郷＝篠笥郷とする。これが正しい
とすれば、大島郷＝嶋郷と篠笥郷＝本郷は隣
接する郷 （30） であるので、三村荘はこの２つ
の郷域内にあると想定できる。
　つまり、三村荘は琵琶湖側の蒲生郡（下郡）
大嶋郷内と篠笥郷内に所在地を比定すること
が妥当である。史料２にもあるよう「嶋郷」
と「本郷」の２つの郷を含むエリアを荘域と
していたことは確実である。

２　関連地名等から見た三村荘

　ここでは、三村荘が蒲生郡（下郡）内に存
在したという結果を前提に、「嶋郷」に注目
しながら関係のある地名（大字・小字等）に
目を向け、その場所を限定することにする。
蒲生郡大嶋郷内に三村荘の所在地を求めたわ
けであるが、これを具体的に表わすために地
図上に復原する。そのために関係する大字・
小字名等の地名を関連史料から抽出する必要
がある。これらの小字地名は町名変更などが
地方自治体により実施され、消滅していなけ
れば、所在を確認できる。近江八幡市の小字
名は『角川地名大辞典』滋賀県に掲載されて

表２　「名地名」と小字との関係

名地名 旧村名 大字名 小字名 小分地名 現在町名 典拠

大法名 宇津呂村 市井 大法 市井町 『東百』ル函 114 ほか

三名 金田村 鷹飼 三明 鷹飼町 『東百』ケ函 131 ほか

公文名 武佐村 西宿 九門明 九紋明 西宿町 『東百』ケ函 131

下司名 金田村 鷹飼 下司 鷹飼町 『東百』ケ函 131 ほか

御名 金田村 鷹飼 五明 鷹飼町 『東百』ひ 19 ほか

中道名 馬淵村 千僧供 中道 千僧供町 『東百』ル 105

地蔵名 金田村 鷹飼 下地蔵 地蔵 鷹飼町 『東百』ル 79

堀殿名 金田村 長田 上ノ町 堀殿 長田町 『東百』ル 105

註１：現在地名は近江八幡市の内の町名を示す。
註２：『東百』は『東寺百合文書』の略である。
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おり、それに参考にすることが有効である。
服部英雄氏は、『講座日本荘園史』所収「調
査研究の方法」（31） の中で「荘園関係地名の
代表的なものには，堀の内，土居，政所，下
司免，公文名，公文給，公文免，散仕給，佃，
門田，前田，正作，手作，田作等がある」（32）

と述べている。三村荘の関連史料からは、相
当数の「名地名」を抽出することができ、そ
の中には同氏のあげておられる地名と同様の
ものがある一方、金持・守清・則守などの仮
名（人名）に因むものも含まれている。
　さて、これらの抽出した「名地名」は現地
に地名として、８つ確認することができた。
それは，「大法名」「三名」「公文名」「下司名」

「御名」「中道名」「地蔵名」「堀殿名」で、表
２として一覧にした。これらの地名は変化し
て伝わっているものもあるし、中には小字内
の小分け地名で残るものもあった （33）。その
中で「大法名」は、近江八幡市市井町内に、
小字で残っている （34）。この８つの「名地名」
を地図上に示すと図２のようになり、すべて
近江八幡市の中心部から北東部に存在する。
例えば、「市井」は、同市の中心部に残る地
名で、『町史』でも三村荘の所在地にあげて
いる地域でもある。その「市井」に関しては
次のような史料がある。

【史料４】（35）

（端裏書）
　「信阿弥陀仏寄進状」
寄進　私領畠地事

合玖拾歩又貮枚者，在奥嶋御庄内字鞍
崎新田貮拾歩，
加地子四升，又

⑤
嶋郷内市井畠地九十

歩，加地子一斗八升
右件田畠者，信阿弥相傳之私領也，（中略）
仍奇進状如件，

　應安参年十二月十六日　佶阿弥陀仏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　西願（略押）

　この寄進状には，傍線⑤で示したように「嶋
郷内市井」という地名表記がある。「嶋郷内
市井」は「大嶋郷内市井」とも、また「三村
荘島郷内市井」とも考えられ、所在地からみ
て前者の方に適する。現在の近江八幡市中心
部にある市井町を比定するのが妥当だろう。
加えて、この市井町には、「名地名」として
あげた「大法名」の遺称の小字「大法」が
今も地名として伝わる場所である （36）。また、
寺院名を冠した「名 （ みょう ）」が４つあり、
それぞれ「万福寺名」「成就寺名」「興隆寺名」

「妙楽寺名」という名である。これらの名に
冠されている寺院は、『大日本寺院総覧』（37）

（以下『総覧』と略す）や『近江八幡の歴史』
によれば、４ケ寺すべてが滋賀県内に存在し、
このうち万福寺を除いた３か寺が蒲生郡内に
建っていることがわかった。
　成就寺についてであるが、この寺院は願成
就寺の略称と考えられ、『総覧』や『近江八
幡の歴史』には、蒲生郡岡山村小船木（近江
八幡市小船木町）にあると記され （38）、比牟
礼社の神宮寺とされる。興隆寺は蒲生郡宇津
呂村多賀（近江八幡市多賀町）にあり、延暦
寺正覚院の末寺 （39） である。
　また、これらの寺院の他に、慈恩寺・円満
寺・蓮花寺の３か寺が三村荘関係文書中に姿
をみせている。慈恩寺と円満寺の２か寺はと
もに種々の変遷があるものの、その存在を現
在も確認できる。その中で慈恩寺は、旧安土
町（現近江八幡市）にあった浄厳院 （40） であ
る。『総覧』には近江国守護六角満綱（応永
23年11月から嘉吉元年９月まで）（41）、持綱（嘉
吉元年 10 月ごろから文安２年正月まで）等
の墓が境内に存在するという記述があり、ま
た「慈恩寺守護方私寺云々」と記した文書 （42）

もあり、佐々木六角氏との関係も無視できな
いものがある。
　以上、ここまで検討した地名や関係する寺
院などが、近江八幡市の中心地から東部にか
けた地域に集中していることを明らかにする
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ことができたと思われる。

おわりに

　三村荘の現地比定に関連する諸問題を明ら
かにするために論を進めてきた結果をまとめ
る。三村荘は，平治元年時点で鳥羽上皇の御
願寺宝荘厳院の一寺領で、本家は宝荘厳院で
あった （43）。鎌倉末期、後醍醐天皇による宝
荘厳院執務職の東寺への寄進で、実質的には
東寺領となった （44）。その所在地は、関係史
料の分析から『荘園志料』や『荘園分布図』
がとる愛智郡説ではなく、『町史』や村井氏
の説く蒲生郡説である。さらにその蒲生郡説
の内でどの地域かを明らかにするために、「嶋
郷」という郷名に注目した。この「嶋郷」の

考察から、「大嶋郷」の略称と目されるものと、
三村荘内の郷名である「嶋郷」とに分ける必
要があることを示した。また、三村荘の関係
地名や関連寺院の所在地の考察で位置を絞り
込みを行った結果、三村荘の所在地は図３の
ように現在の近江八幡市中心部から北東部に
かけての地域を含んだ範囲であったと推定す
るに達した。
　以上、荘園の所在地比定には、立荘時に設
定される四至牓示か荘園絵図の情報が欠かせ
ない。しかし、これらの情報が後世に伝わら
ない場合が多く、地名や遺称、条里制遺構、
関係する寺社、縁起など様々な情報を有機的
に組み合わせる方法を取ることで、一定の結
論を得ることが可能となることを示すことが
できたと思われる。三村荘は、室町期を通じ

　  図３　三村荘の現地比定図　国土地理院発行の近江八幡・八日市（２万 5000 分の１）を
　　　　  筆者が加工したもので、実線が三村荘の推定領域
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て東寺に年貢を納入し、東寺五方の費用を負
担できる荘園のひとつに含まれていた。この
ような事実から、東寺においては山城国上久
世荘や播磨国矢野荘といった主要荘園と同様
に貴重な荘園のひとつと位置付けることが可
能と評価できよう。しかし、矢野荘や備中国
新見荘のように検田帳といった土地台帳は、

『東寺百合文書』中には伝存していない。そ
のため、東寺供僧が三村荘の土地について、
その状況を詳細に把握していたとは考えにく
い面がある。
　最後に、三村荘という荘名は東寺側の史料
に出てくる場合がほとんどで、『長命寺文書』

『大島奥津島神社文書』などの現地の中世文
書には見いだせない荘名である。想像を逞し
くすれば、三村荘は東寺のみで通用した荘園
名で、現地では「嶋郷」といった別の名称が
三村荘を指す名称として使用されていた可能
性があるのではないだろうか。この点につい
ては、論ずるだけの用意がないので、現時点
では可能性を提示するのみとし、今後の課題
として擱筆したい。
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